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連結注記表

一．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 ……………………… 25社

主要な連結子会社の名称 ……………㈱小森マシナリー、㈱セリアコーポレーシ
ョン、コモリ アメリカ コーポレーション、
コモリ インターナショナル ヨーロッパ ビ
ー.ヴィ.、コモリ シャンボン エス.エイ.エ
ス.、小森香港有限公司、コモリ サウスイ
ースト アジア プライベート リミテッド、
コモリ インディア プライベート リミテッ
ド、エムビーオー ポストプレス ソリュ
ーションズ ジーエムビーエイチ

なお、2025年12月に、当社の子会社であるコモリ インターナショナル ヨーロッ
パ ビー.ヴィ.が、コモリ ジャーマニー ジーエムビーエイチを設立したことによ
り、同社を連結の範囲に含めております。

（2）非連結子会社 ………………………… ㈱小森興産
非連結子会社を連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結
の範囲より除外いたしました。

２．持分法の適用に関する事項
持分法を適用しない非連結子会社 ……㈱小森興産
非連結子会社に持分法を適用しない理由
非連結子会社１社は、当期純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、当該１社に対する投資につい
ては持分法を適用せず、原価法により評価しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、コモリ プリモフレックス システムズ インコーポレーテッド

の事業年度末日は11月30日であり、小森（深圳）印刷技術有限公司、小森机械（南
通）有限公司の事業年度末日は12月31日であります。
連結計算書類の作成にあたっては連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務情

報を使用しております。
上記以外の連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。

４．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 ………………………… 移動平均法による原価法
満期保有目的債券 ………………… 償却原価法（定額法）
その他有価証券
市場価格のない株式等 …………
以外のもの

時価法（評価差額は、全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は、移動平均法によ
り算定）

市場価格のない株式等 ………… 移動平均法による原価法
運用目的の金銭の信託 ………… 時価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製 品 …………………… 個別法による原価法（収益性の低下に伴う

簿価切下げの方法）
仕 掛 品 …………………… 個別法による原価法（収益性の低下に伴う

簿価切下げの方法）
原 材 料 …………………… 主として先入先出法による原価法（収益性

の低下に伴う簿価切下げの方法）
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③ デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ ……………………… 時価法

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ２年〜50年
機械装置及び運搬具 ２年〜17年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用のソフトウエア ………… 当社及び国内連結子会社においては、社内

における見込利用可能期間（５年）に基づ
く定額法によっております。

そ の 他 …………………… 定額法によっております。
③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐
用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、主として一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収
不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計

年度負担分を計上しております。
③ 製品保証引当金

契約上の保証期間内の無償修理費の支出に備えるため、過去の売上高に対する
無償修理費の実績率に基づいて算定した金額の他、必要に応じて個別の無償修理
見込額を計上しております。

④ その他の引当金
a 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会
計年度負担分を計上しております。

b 債務保証損失引当金
当社及び海外連結子会社の一部では、製品を購入した顧客のリース会社及

び提携銀行への債務に対して当社及び当該子会社がそれぞれ実施した債務保
証に係る損失に備えるため、損失発生実績率に基づいて算定した必要額の他、
必要に応じて損失発生の可能性を個別に検討して算定した損失見込額を計上
しております。

c 役員退職慰労引当金
国内連結子会社の一部は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に

基づいて算定した金額を計上しております。
d 契約損失引当金

外部取引先との契約の残存期間に発生する損失に備えるため、将来負担す
ると見込まれる損失額を見積計上しております。

e 訴訟損失引当金
海外連結子会社の一部は、訴訟に対する損失に備えるため、損失見込額を

計上しております。
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f 株式報酬引当金
当社の業務執行取締役及び従業員（執行役員）に対する将来の当社株式等

の給付に備えるため、役員株式給付規程に基づき、付与されるポイントの見
込数に基づいた株式等の給付見込額を計上しております。

g 事業構造改善引当金
海外連結子会社の一部は、事業構造改善に伴い発生する費用及び損失に備

えるため、その発生見込額を計上しております。
（4）退職給付に係る会計処理方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間

に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主
として11年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度か
ら費用処理しております。
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部における

その他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
過去勤務費用については、発生年度に一括処理しております。

（5）収益及び費用の計上基準
当社グループはオフセット印刷機・証券印刷機・デジタル印刷機・印刷後加工機

等の製造・販売を主な事業としており、また、関連するサービスの提供及び部品の
販売を行っております。従いまして、顧客との契約において合意された製品、サー
ビス及び部品の提供を履行義務としております。
履行義務に対する対価は、履行義務充足後、概ね１年以内に受領しており、重大
な金融要素は含んでおりません。
契約に複数の履行義務が識別される場合は取引価格を独立販売価格の比率に基づ

き配分しております。
当社グループの収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。

・オフセット印刷機・デジタル印刷機・印刷後加工機等の販売
顧客との契約において、当社グループが搬入・据付を行う義務を負う製品の販売

については顧客からの検収を受けた時点もしくは据付完了時点で、搬入・据付の義
務を負わない製品については顧客への引渡し時点もしくは船積み時点で、それぞれ
一時点で収益を認識しております。
・証券印刷機の販売
他の用途に転用することができない製品の製造に係る契約であり、かつ義務を履

行した部分の対価を回収できると認められる場合は、一定の期間にわたり充足され
る履行義務として、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収
益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、当
該製品に係わる原価の増加と顧客の支配する資産の増加が比例すると判断し、発生
原価に基づくインプット法によっております。
他の用途に転用することができる製品の製造に係る契約、もしくは義務を履行し

た部分の対価を回収できると認められない契約については、顧客からの検収を受け
た時点で収益を認識しております。
・サービスの提供及び部品の販売
サービスについては、契約が修理・工事等の一時点で充足される履行義務である

場合は顧客から検収を受けた時点で収益を認識しております。一定期間にわたる保
守契約等については、時の経過により履行義務が充足されるものとして、契約期間
にわたり均等に収益を認識しております。
部品の販売のうち、出荷時から顧客に部品の支配が移転する時までの期間が通常

の期間である国内販売については出荷時点で、海外販売については船積み時点で、
それぞれ一時点で収益を認識しております。
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（6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決
算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨
に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

（7）その他連結計算書類作成のための重要な事項
のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、８年以内のその効果が及ぶ期間にわたって均等償却を

行っております。

二．会計上の見積りに関する注記
１．一定の期間にわたり充足される履行義務に係る見積総原価の見積り
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

証券印刷機の請負契約のうち、他の用途に転用することができない製品の製造に
係る契約であり、かつ義務を履行した部分の対価を回収できると認められる場合
は、一定の期間にわたり充足される履行義務として、履行義務の充足に係る進捗度
を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。当連
結会計年度における当該売上高は6,042百万円であります。

（2）会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報
進捗度の見積り方法は発生原価に基づくインプット法を採用しております。
履行義務を完全に充足するまでに予想される発生原価の合計である見積総原価は

請負契約上の仕様内容に基づき、必要な原材料費、労務費及び外注費を見積り算定
しております。見積総原価の見積りにおける主要な仮定は、原材料費、労務費及び
外注費の予測であり、これらは過去の同一ないし類似仕様の発生原価の実績に基づ
いて見積り算定され、見積りと実績の比較及び分析の結果に基づき定期的に見直さ
れております。
環境等の変化により見積総原価と発生原価の実績が乖離した場合、収益の金額に

影響を与える可能性があります。
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三．追加情報に関する注記
１．業務執行取締役に信託を通じて自社の株式等を交付するインセンティブプランの導入

当社は、2020年６月26日開催の第74回定時株主総会決議に基づき、当社の業務執
行取締役を対象とした業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board
Benefit Trust））」（以下、「本制度」という。）を導入しております。

（1）取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づ

き設定される信託を「本信託」という。）を通じて取得され、業務執行取締役に対し
て、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算し
た金額相当の金銭（以下「当社株式等」という。）が本信託を通じて給付される業績
連動型株式報酬制度です。
なお、業務執行取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として業務執行取

締役の退任時となります。
（2）信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価格（付随費用の金額を除く。）に
より、純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末の当該自己
株式の帳簿価格は172百万円、株式数は247千株であります。

２．従業員（執行役員）に信託を通じて自社の株式等を交付するインセンティブプランの
導入
当社は、2025年１月30日開催の取締役会決議に基づき、当社の従業員（執行役員）

に対して自社の株式等を給付するインセンティブプラン「株式給付信託（J-ESOP)」
（以下、「本制度」という。）を導入しております。

（1）取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づ

き設定される信託を「本信託」という。）を通じて取得され、一定の要件を満たした
当社の従業員（執行役員）に対して、当社が定める株式給付規程に従って、当社株式
等が本信託を通じて給付される仕組みです。

（2）信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価格（付随費用の金額を除く。）に

より、純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末の当該自己
株式の帳簿価格は198百万円、株式数は162千株であります。

四．連結貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 44,008百万円
２．保証債務

取引先機械購入資金借入・リース債務他に対する保証
国内顧客 ８件 319百万円
計 319百万円

３．受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の
金額は、それぞれ以下のとおりであります。
受取手形 1,900百万円
売掛金 13,268
契約資産 2,569
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五．連結損益計算書に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記
載しておりません。顧客から生じる収益の金額は、「九. 収益認識に関する注記 １．
収益の分解情報」に記載しております。

六．連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 当連結会計年度期首 53,478,840株
当連結会計年度末 53,478,840株

２．配当に関する事項
（1）配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2025年６月18日
定時株主総会 普通株式 2,566 48 2025年

３月31日
2025年
６月19日

2025年10月29日
取締役会 普通株式 1,871 35 2025年

９月30日
2025年
11月28日

計 4,438
（注）１. 2025年６月18日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託（BBT）及

び株式給付信託（J-ESOP)が保有する当社株式に対する配当金19百万円が含まれております。
２. 2025年10月29日開催の取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託（BBT）及び

株式給付信託（J-ESOP)が保有する当社株式に対する配当金14百万円が含まれております。
（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

2026年６月17日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事
項を次のとおり提案しております。
① 配当金の総額 1,871百万円
② １株当たり配当額 35.00円
③ 基準日 2026年３月31日
④ 効力発生日 2026年６月18日
なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
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七．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、資金調達に
ついては銀行等金融機関からの借入及び無担保普通社債の発行を行っております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規則に沿ってリスク低減

を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については
四半期ごとに時価の把握を行っております。
借入金、社債の使途は主に運転資金であります。
デリバティブは内部管理規則に従い、実需の範囲で行うこととしており、投機的な

取引は行わない方針であります。
２．金融商品の時価等に関する事項

2026年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及び
これらの差額については、次のとおりであります。

（単位：百万円）
連結貸借対照表
計上額（＊） 時価（＊） 差額

（1）有価証券及び投資有価証券 18,148 18,085 △63
（2）デリバティブ取引 (0) (0) −
（3）社債 (9,000) (8,712) 287
（4）長期借入金 (57) (54) 2
(＊) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しています。
(注１) 現金及び預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借

入金、未払法人税等は、短期間で決済され、時価が帳簿価額に近似していることから、注記を省
略しております。

(1) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。債券は取引金融機関から提示

された金額によっております。また、投資信託は相場価格によっております。
(2) デリバティブ取引

時価については、主たる金融機関から提示された価格によっております。
(3) 社債

時価については、日本証券業協会の売買参考統計値より算出しております。
(4) 長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率
で割り引いて算定する方法によっております。

(注２) 譲渡性預金（連結貸借対照表計上額1,700百万円）は、時価が帳簿価額に近似していることか
ら、「(1) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

(注３) 金銭信託（連結貸借対照表計上額2,000百万円）は、時価が帳簿価額に近似していることから、
「(1) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

(注４) 非上場株式（連結貸借対照表計上額312百万円）は、市場価格がないため、「(1) 有価証券及び
投資有価証券」には含めておりません。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格

により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプ

ットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら

のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低
いレベルに時価を分類しております。

（1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品
(単位：百万円)

区 分 時 価
レベル1 レベル2 レベル3

有価証券及び投資有価証券
株式 15,993 ― ―
投資信託 633 ― ―

デリバティブ取引 ― 0 ―
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（2）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融商品
(単位：百万円)

区 分 時 価
レベル１ レベル２ レベル３

有価証券及び投資有価証券
満期保有目的債券
債券（その他） ― 1,458 ―

社債 ― 8,712 ―
長期借入金 ― 54 ―

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
(1) 株式

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は、活発な市場で取引されるため、
その時価をレベル１の時価に分類しております。
(2) 投資信託

投資信託は相場価格を用いて評価しております。投資信託は、活発な市場で取引されるため、
その時価をレベル１の時価に分類しております。
(3) デリバティブ取引

計上額については、主たる金融機関から提示された金額によっており、レベル２の時価に分類
しております。
(4) 債券（その他）

債券については、金融機関から示された時価の情報により算出しており、レベル２の時価に分
類しております。
(5) 社債

社債については、日本証券業協会の売買参考統計値より算出しており、レベル２の時価に分類
しております。
(6) 長期借入金

借入契約毎に分類した当該長期借入金の元利金を同様の借入において想定される利率で割り引
いた現在価値により算出しており、レベル２の時価に分類しております。

八．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 2,316円06銭
１株当たり当期純利益 138円92銭

（注) 株主資本において自己株式として計上されている、株式給付信託（BBT）及び株式給付信託
(J-ESOP)が保有する当社株式を、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上、期末株
式数及び期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
当連結会計年度における１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、

409千株であり、当連結会計年度における１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式
の期中平均株式数は411千株であります。
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九．収益認識に関する注記
１．収益の分解情報

財又はサービスの移転時期及び販売元の所在地別に分解した金額は以下のとおりで
あります。

（単位：百万円）
販売元の所在地

合計
調整額
（注）
２，３

連結計
算書類
計上額日本 北米 欧州 中華圏 その他

（注）１
売上高
一時点で移転
される財 48,419 10,525 27,999 11,579 6,816 105,341 4,004 109,346
一定の期間に
わたり移転さ
れる財

6,851 2,163 138 118 84 9,357 △131 9,225

顧客との契約
から生じる収
益

55,271 12,689 28,138 11,698 6,900 114,698 3,872 118,571

その他の収益 − − 40 − − 40 − 40
外部顧客への
売上高 55,271 12,689 28,178 11,698 6,900 114,738 3,872 118,611
(注)１．「その他」はインド、シンガポール及びマレーシアの販売子会社であります。
(注)２．報告セグメントにおいて代理人として処理した取引のうち、他の当事者がセグメント間に存在す

るため、連結損益計算書上は本人として処理される取引であります。
(注)３．履行義務の充足に係る進捗度に基づいて、一定期間にわたり収益を認識する取引のセグメント間

取引に係る進捗度の調整であります。
２．収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「一．連結計算書類作成のための基本とな
る重要な事項に関する注記等 ４.会計方針に関する事項（5）収益及び費用の計上基
準」に記載のとおりであります。

３．当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約資産及び契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の内訳は、以下のとおりであ
ります。

（単位：百万円）
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 15,225
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 16,743
契約資産（期首残高） 3,165
契約資産（期末残高） 2,569
契約負債（期首残高） 16,195
契約負債（期末残高） 16,912
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれてい

た額は、11,456百万円であります。
なお、取引の対価を受領する時期は、個々の契約によって異なることから、履行義

務を充足する時期との間に明確な関連性はありません。
（2）残存履行義務に配分した取引価格

当連結会計年度末時点で未充足の履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認
識が見込まれる期間は以下のとおりであります。

（単位：百万円）
当連結会計年度

１年内 60,590
１年超 15,115
合計 75,706
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十．企業結合に関する注記
企業結合に係る暫定的な会計処理の確定および企業結合に係る条件付対価の会計処理
2025年１月17日に行われたCanadian Primoflex Systems Inc.との企業結合につ

いて、前連結会計年度において暫定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計
年度に確定しております。
この結果、暫定的に算定された前連結会計年度ののれんの金額110百万円は、会計

処理の確定により99百万円減少し、その他の無形固定資産156百万円、繰延税金負債
41百万円、その他の流動負債15百万円がそれぞれ増加しております。
また、条件付対価の変動部分の認識により、101百万円ののれんを追加的に認識し

ております。

十一．その他の注記
（端数処理の方法）

百万円単位の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
一．重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的債券 ………………… 償却原価法（定額法）
② 関係会社株式 ……………………… 移動平均法による原価法
③ その他有価証券

市場価格のない株式等 …………
以外のもの

時価法（評価差額は、全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は、移動平均法によ
り算定）

市場価格のない株式等 ………… 移動平均法による原価法
運用目的の金銭の信託 ………… 時価法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
製 品 ……………………… 個別法による原価法

（収益性の低下に伴う簿価切下げの方法）
仕 掛 品 ……………………… 個別法による原価法

（収益性の低下に伴う簿価切下げの方法）
原 材 料 ……………………… 先入先出法による原価法

（収益性の低下に伴う簿価切下げの方法）
（3）デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ ………………………… 時価法
２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ２年〜50年
機械装置及び運搬具 ２年〜17年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用のソフトウエア …………… 社内における見込利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。
そ の 他 ……………………… 定額法によっております。

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年

数とし残存価額を零とする定額法によっております。
３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を
計上しております。

（2）賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度負

担分を計上しております。
（3）製品保証引当金

契約上の保証期間内の無償修理費の支出に備えるため、過去の売上高に対する無
償修理費の実績率に基づいて算定した金額の他、必要に応じて個別の無償修理見込
額を計上しております。

（4）退職給付引当金（前払年金費用）
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上し
ております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰

属させる方法については、給付算定式基準によっております。
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② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理し
ております。
過去勤務費用については、発生年度に一括処理しております。

（5）その他の引当金
① 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度負
担分を計上しております。

② 債務保証損失引当金
製品を購入した顧客のリース会社及び提携銀行への債務に対して当社が実施し

た債務保証に係る損失に備えるため、損失発生実績率に基づいて算定した必要額
の他、必要に応じて損失発生の可能性を個別に検討して算定した損失見込額を計
上しております。

③ 株式報酬引当金
当社の業務執行取締役及び従業員（執行役員）に対する将来の当社株式等の給

付に備えるため、役員株式給付規程に基づき、付与されるポイントの見込数に基
づいた株式等の給付見込額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準
当社はオフセット印刷機・証券印刷機・デジタル印刷機等の製造・販売を主な事業

としており、また、関連するサービスの提供及び部品の販売を行っております。従い
まして、顧客との契約において合意された製品、サービス及び部品の提供を履行義務
としております。
履行義務に対する対価は、履行義務充足後、概ね１年以内に受領しており、重大な
金融要素は含んでおりません。
契約に複数の履行義務が識別される場合は取引価格を独立販売価格の比率に基づき

配分しております。
当社の収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。

・オフセット印刷機・デジタル印刷機等の販売
顧客との契約において、当社が搬入・据付を行う義務を負う製品は顧客からの検収

を受けた時点で、搬入・据付を行う義務を負わない製品は船積み時点で、それぞれ一
時点で収益を認識しております。
・証券印刷機の販売
他の用途に転用することができない製品の製造に係る契約であり、かつ義務を履行

した部分の対価を回収できると認められる場合は、一定の期間にわたり充足される履
行義務として、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認
識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、当該製品に
係わる原価の増加と顧客の支配する資産の増加が比例すると判断し、発生原価に基づ
くインプット法によっております。
他の用途に転用することができる製品の製造に係る契約、もしくは義務を履行した

部分の対価を回収できると認められない契約については、顧客からの検収を受けた時
点で収益を認識しております。
・サービスの提供及び部品の販売
サービスについては、契約が修理・工事等の一時点で充足される履行義務である場

合は顧客から検収を受けた時点で収益を認識しております。一定期間にわたる保守契
約等については、時の経過により履行義務が充足されるものとして、契約期間にわた
り均等に収益を認識しております。
部品の販売のうち、出荷時から顧客に部品の支配が移転する時までの期間が通常の

期間である国内販売については出荷時点で、海外販売については船積み時点で、それ
ぞれ一時点で収益を認識しております。
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５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

二．会計上の見積りに関する注記
一定の期間にわたり充足される履行義務に係る見積総原価の見積り

１．当事業年度の計算書類に計上した金額
証券印刷機の請負契約のうち、他の用途に転用することができない製品の製造に係

る契約であり、かつ義務を履行した部分の対価を回収できると認められる場合は、一
定の期間にわたり充足される履行義務として、履行義務の充足に係る進捗度を見積
り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。当事業年度に
おける当該売上高は6,028百万円であります。

２．会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報
連結注記表「二．会計上の見積りに関する注記 一定の期間にわたり充足される履

行義務に係る見積総原価の見積り」に記載した内容と同一であります。

三．追加情報に関する注記
１．業務執行取締役に信託を通じて自社の株式等を交付するインセンティブプランの導入

詳細は、「連結注記表 三．追加情報に関する注記」をご参照ください。
２．従業員（執行役員）に信託を通じて自社の株式等を交付するインセンティブプランの

導入
詳細は、「連結注記表 三．追加情報に関する注記」をご参照ください。

四．貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 22,433百万円
２．保 証 債 務

取引先機械購入他資金借入債務に対する保証 8件 319百万円
関係会社銀行借入金他に対する保証 １件 579
計 899

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
短 期 金 銭 債 権 6,070百万円
短 期 金 銭 債 務 3,523
長 期 金 銭 債 権 595

五．損益計算書に関する注記
１．関係会社との取引高

売 上 高 31,686百万円
仕 入 高 22,775
営業取引以外の取引による取引高 1,064

２．関係会社株式評価損
当社の連結子会社のコモリ インターナショナル ヨーロッパ ビー.ヴィ.の株式に係

る評価損であります。

六．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増 加 減 少 当事業年度末

普通株式 419,711株 613株 4,200株 416,124株
（注）普通株式の自己株式の当事業年度末の株式数には、株式給付信託（BBT）及び株式給付信託

（J-ESOP）が保有する当社株式409,800株が含まれております。
（変動事由の概要）
増減数の内訳は以下のとおりであります。
単元未満株式の買取による増加 613株
株式給付信託（BBT)から役員に対する
株式給付による減少 4,200株
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七．税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
減損損失 4,554百万円
関係会社株式評価損 4,372
研究開発費 1,054
棚卸資産評価損 1,332
有価証券減損 313
賞与引当金 278
事業税 179
製品保証引当金 101
長期未払金 89
貸倒引当金 105
その他 296

繰延税金資産小計 12,678
評価性引当額 △10,514

繰延税金資産合計 2,164

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △3,220
前払年金費用 △238
固定資産圧縮記帳積立金 △299
その他 △58

繰延税金負債合計 △3,816
繰延税金負債の純額 △1,652

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項
目別内訳
法定実効税率 30.5％
（調整）
評価性引当額増減額 1.5
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.9
試験研究費等税額控除 △7.0
住民税均等割 0.2
税率変更による繰延税金負債の増額修正 △0.4
その他 1.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.4
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八．関連当事者との取引に関する注記

属 性 会社等の名称 議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科 目 期末残高
（百万円）

子会社 株式会社小森マシナリー 所有直接100％
部品・装置・製品の購入
役員の兼任

部品・装置・製品の購入
（注１) 20,206 買掛金 2,598

子会社 コモリ アメリカ
コーポレーション

所有
直接100％

部品・製品の販売
役員の兼任

部品・製品の販売
（注２) 5,960 売掛金 3,120

子会社 コモリ インターナショナル
ヨーロッパ ビー.ヴィ.

所有
直接100％

部品・製品の販売
資金の貸付
役員の兼任

資金の貸付
（注３) 1,054 売掛金 1,666

貸付金の回収
（注３) 291

関 係 会
社 長 期
貸付金

4,676

利息等の受取（注３） 103 その他の流動資産 −

子会社
コモリ シャンボ
ン エス.エイ.エ
ス.

所有
直接100％

部品・装置・製品の購入
資金の貸付
役員の兼任

資金の貸付
（注３) 1,729

関係会社
長期貸付
金

1,834

子会社 小森香港有限公司 所有
直接100％

部品・製品の販売
資金の貸付
役員の兼任

部品・製品の販売
（注２) 10,512

関係会社
長期貸付
金

1,465貸付金の回収
（注３) −

利息等の受取（注３） 16 その他の流動資産 −

子会社 エムビーオー ポストプレス
ソリューションズ ジーエムビーエイチ

所有
直接100％

部品・装置・製品の購入
資金の貸付
役員の兼任

資金の貸付
（注３) 1,254 関係会社長期貸付

金
2,751

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）部品・装置・製品の購入については、市場価格を基に価格を決定しております。
（注２）価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定

しております。
（注３）資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

九．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 2,113円86銭
１株当たり当期純利益 153円25銭

（注） 株主資本において自己株式として計上されている、株式給付信託（BBT）及び株式給付信託
(J-ESOP)が保有する当社株式を、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上、期末株
式数及び期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
当事業年度における１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、409

千株であり、当事業年度における１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平
均株式数は411千株であります。
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十. 収益認識に関する注記
「一．重要な会計方針に係る事項に関する注記 ４．収益及び費用の計上基準」に

記載のとおりであります。

十一．その他の注記
（端数処理の方法）

百万円単位の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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